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新たな飛躍をめざす市民の会  News Letter

「新たな飛躍をめざす市民の会」はホームページを開設しました。
はまだ剛史の活動報告や２期目に向けた政策集などを掲載していますので、是非ご覧ください。

ＵＲＬ　http://hamada-takeshi.jp/ はまだ剛史 検索

　はまだ剛史を応援していただける方で、
本会の設立の趣旨（右参照）に賛同してい
ただける方であれば、どなたでも入会して
いただけます。
　別紙様式に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ
か郵便で事務局あてお送りください。

事務所連絡先
場所︓高槻市城北町１－１４－６
　　　荒木ビル 4 階南
電話・ＦＡＸ︓０７２－６７４－１００７

高槻市野見町 2-33　( 電話番号︓072-671-1061)

とき

ところ

11 21月 日（土）午前 10 時～ 11 時
高槻現代劇場 市民会館 集会室 402 号

市民や職員の拍手に迎えられ、２期目の初登庁。

安全・安心のまちづくり

健康いきいきのまちづくり

子育て・教育のまちづくり

成長・躍進のまちづくり

行財政改革でスマートなまちづくり

※詳しくは、内開きをご覧ください。

＊お問い合わせは、『新たな飛躍をめざす市民の会』事務局（電話番号︓072-674-1007）までお願いします。

定期総会・はまだ剛史市政報告会

盛り上がる高槻まつりの熱気の中、
開会式で熱いメッセージ。

戦後７０年、平和展も第３０回の節目を迎え、
次世代へつなぐ平和の誓いを新たに。

地域の敬老のつどいに招かれ、ご長寿を祝福すると
ともに、心温まる地域活動に感謝のごあいさつ。

　新たな飛躍をめざす市民の会    規約（抜粋）

第２条（目的）
　本会は、高槻市政の発展と市民生活の向上を図り、
あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第３条（事業）
　本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
１　講演会、懇親会、親睦会等の開催
２　会報等の発行及び配布
３　その他本会の目的達成のため必要な事業

第４条（会員）
　本会は、第２条の目的に賛同し、入会申込書を提出した
者をもって会員とする。

機能的で快適なまちづくり

新規会員を募集

高槻市長 2 期目が始動︕

はまだ剛史とともに
第 9 号　平成 27 年 10 月 発行者︓新たな飛躍をめざす市民の会　発行責任者︓山本　政行

〒569-0071　高槻市城北町 1-14-6 荒木ビル 4 階南　電話・ＦＡＸ　072-674-1007

高槻市長

未来に輝く高槻に向けさらなる成長軌道へ

　去る４月２６日の高槻市長選挙におきまして、市民の
皆様の温かいご支援、ご支持をいただき、第２１代高槻
市長として、引き続き市政を担わせていただくこととな
りました。２期目の市政にあたり、本市の地理的条件や
歴史、文化など、わがまちの特性に合わせた、高槻に必
要な、高槻にしかできない、高槻らしいまちづくりを追
求したいと考えています。
　これからの４年間は、現在進行中のビッグプロジェク
トを成功に導くなど、２０年先、３０年先の高槻の未来
を見据えた基盤づくりを着実に進めていかなければなり
ません。
　子どもたちや将来世代のために、本市の特長や優位性
を最大限に活かしながら、未来に輝く高槻に向け、さら
なる成長軌道を描いてまいります。
　市民の皆様と共に、市民のためのまちづくりに全力を
尽くしてまいりますので、今後ともご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

皆様お誘いあわせの上、ぜひお越しください。



濱田 剛史 はまだ たけし

プロフィール

市政運営に当たって
（「平成 27 年度施政方針大綱」より）

　少子高齢化への対応も含めた地方創生の取組が、国を挙

げて加速度的に進められております。本市においても、少

子高齢化の進展は顕著であり、健全財政を維持しつつ、持

続可能な地域社会を構築するためには、２０年、３０年先

の状況を見据え、それを踏まえて我々がいかに取り組むべ

きかといった新たな施策立案の考え方が求められてきま

す。

　このような中、私は、本市の発展のため、市民の福利向

上のためには何をなすべきかを真摯に考え抜き、将来にわ

たっての成長ビジョンをしっかりと描きながら、２期目の

市政運営に、全身全霊で取り組む決意であります。

◇ＪＲ高槻駅周辺整備など都市機能の充実による機能的で

快適なまちづくり、市民の皆さんの暮らしを守る安全・安

心のまちづくり、あらゆる世代の方が健康でいきいきと活

躍できるまちづくり、子育て支援のトップランナー都市を

目指す子育て・教育のまちづくり、新名神高速道路インター

チェンジ等の完成による、新たな広域ネットワークを最大

限に活用した成長・躍進のまちづくりを重点に据え、取り

組んでまいります。

市政運営に当たっては、

行財政運営

* 番号制度への対応
*「第二次高槻営業戦略」に基づく、特徴的施策等の市内外への積極的な情報発信
* 定住促進プロモーション事業

市民生活の充実
* 地区での防災活動や多様なまちづくり活動を支援
* 特殊詐欺等の被害の未然防止のための啓発活動
* コンビニでの住民票などの交付      

良好な環境の形成

* エコハウス補助金等による創エネ・省エネの推進    
*「（仮称）土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定
* 高槻クリーンセンター第一工場を高効率ごみ発電設備を有する施設に更新

（平成 31 年目標） 

産業の振興

府内 初
*「林道管理条例」を制定
* 地元産農産物や特産品づくりを支援
* 新名神高速道路高槻インターチェンジ等の完成を見据えた企業誘致や高槻商工会議所等と連携した創業支援
*「摂津峡周辺活性化プラン」の具体化      

子育て・教育環境の充実

* 潜在的なニーズも含めた待機児童の解消      
* 安満遺跡公園に「（仮称）高槻子ども未来館」を整備（平成 31 年目標）
* 全小学校コンピュータ教室にタブレット型パソコンを導入
* 民間企業と連携し、中学校で土曜学習支援事業を実施    

安心・安全のまちづくり

* 公共施設耐震化   
* 浸水被害対策
* 通学路への防犯カメラの設置   
* 新名神高速道路の供用開始を見据えた体制の整備など、更なる消防・救急力の充実 

都市機能の充実

*ＪＲ高槻駅のホーム新設工事（昇降式ホーム柵の導入） 
* 新名神高速道路の関連道路の整備を推進    
* 安満遺跡公園の整備を推進 

* がん検診の無料化や受診勧奨の強化
*「社会福祉会館」の設置に向けた取組
* 認知症サポーターを養成
* 前島・番田の熱利用センター（温水プール等）入館料の高齢者割引（平成 28 年） 

府内 トップクラス健康づくりと福祉の充実

平成２７年度　主な施策

１９６４年　大阪府生まれ
１９９３年　司法試験に合格
１９９６年　検事任官（東京・大阪・山口
　　　　　　・千葉の各地方検察庁検事）
２００２年　検事退官、弁護士登録
２０１１年　高槻市長に就任（１期目）
２０１５年　高槻市長に再任（2 期目）

（趣味）　ギター演奏、登山、ジョギング

◇スマートな行政運営を進めるため、引き続き行財政改革

に精力的に取り組むとともに、将来のまちの姿を見据え、

公共施設等のアセットマネジメントにも取り組んでまいり

ます。

◇これまで取り組んできたビッグプロジェクトを着実に完

成させることで、輝かしい未来に向け、本市を成長の安定

軌道に乗せてまいります。

◇今を生きる世代には、先人から受け継いだ平和で豊かな

社会を２０年、３０年後の将来世代へと、確実に引き継い

でいく責務があります。

◇まちの姿が変わろうとするこの機には、現状の課題解決

はもとより、将来のまちの姿を俯瞰し、先を見通して施策

を展開しなければなりません

◇新たな施策を進めるには、多くの難題に直面すると思い

ますが、それに果敢に挑戦し、必ずや本市を輝かしい未来

へと導いてまいります


